
Ⅰ-13.研究機関の研究評価に関する資料整理等業務 

Arrangement of materials related to research evaluation by research institutions 
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１．調査の目的 

 国土交通省では、研究開発に関する評価を適切に実施するために、国の研究開発評価に関する大

綱的指針（以下、「大綱的指針」という）に基づき、国土交通省研究開発評価指針（以下、「評価指針」と

いう）を定めている。このため、国土技術政策総合研究所では、大綱的指針や評価指針に基づき、自ら

の研究開発の評価を、内部評価や外部評価等を通じて適切に行うことで、より良い研究開発やその質

の向上に努めている。 

本業務は、国土技術政策総合研究所が行う研究評価の質の向上につながる基礎資料作成のため、

他の研究機関が実施する研究評価について、資料を収集、整理等を行った。 

 

２．調査研究成果概要 

（１）調査の内容および方法 

本件における主たる業務は、下記のとおり。 

1）計画準備 

2）研究開発機関が実施する研究評価の資料収集 

3）収集資料の整理 

4）報告書の作成 

以下、それぞれについて調査の内容・方法について記載する。 

 

1）計画準備 

本業務の着手に先立ち、業務の目標を達成するために業務の進め方について十分検討し、業務の

実施計画を作成した。 

 

2）研究開発機関が実施する研究評価の資料収集 

研究開発機関等が行う研究評価の資料収集について、受発注者協議の上、資料収集対象となる 13

の国内の研究機関等を決定した（次表参照）。対象となる研究機関は、大綱的指針に基づき評価を実

施している研究機関を優先している。資料収集の方法は web や出版物等で公開されている情報を収集

した。非公開情報については、発注者から資料収集対象研究機関等に資料提供の依頼をし、先方の了

解を得られた上で、発注者の指示で受注者から資料収集対象機関等に連絡をし、収集した。概ね直近

5 カ年に実施された評価に関する資料を収集している。※発注者の指示の上、実施する。収集した資料

は、研究機関ごとにまとめるなど目録を作成し、体裁を整えた。 

表：調査対象機関 

No. 所管 研究機関名 

1 環境省 国立研究開発法人国立環境研究所 

2 経済産業省 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

3 農林水産省 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

4 総務省 国立研究開発法人情報通信研究機構 
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5 内閣府 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

6 

文部科学省 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 

7 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

8 国立研究開発法人科学技術振興機構 

9 国立研究開発法人理化学研究所 

10 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

11 厚生労働省 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

12 大阪府 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 

13 東京都 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

 

3）収集資料の整理 

収集した資料について、外部評価と内部評価の実施体制、外部評価の実施状況等、研究機関ごとに

評価のあり方を比較できるように整理した。具体的には、内部、外部評価の実施日（実施回数）、出席者、

その資料構成、評価の方法やその特徴、研究機関の中長期計画における研究評価の位置づけ等を比

較できるようにしている。 

 

4）報告書の作成 

報告書は、上記の結果等を簡潔にとりまとめて作成し、文字及び図表は分かりやすく仕上げるよう努

めた。 

 

（２）主な成果 

1）収集資料の整理 

 報告書の第 2 章では、調査対象 13 機関のそれぞれについて、設立年や所掌する分野、人員、予算

などの機関概要について記載した。第 3 章では、調査対象 13 機関のそれぞれについて、仕様書の要

求を踏まえ、研究評価関連の取組として下記の 3項目に整理して記載している。 

・ 研究評価の位置づけ、評価関連の規程類 

・ 外部評価と内部評価の実施方法・体制など 

・ 外部評価の実施状況 

 

政策評価法や大綱的指針に沿って評価活動を推進していることもあり、各調査対象機関とも評価に

関する要領あるいは規定が整備されている。また、独立行政法人評価に係る取組等により、内部評価も

実施されている。内部評価を実施するにあたり、外部の専門家による評価も交えて行うことが通例となっ

ており、総務省による独立行政法人評価の評価書の統一的な様式の存在もあって、各機関とも標準的

なアウトプットを示している。 

その中にあって、国際評価の取組を実施している機関がある。理化学研究所や国立環境研究所、科

学技術振興機構は機関レベルで行っており、農業・食品産業技術総合研究機構は特定分野の研究に

ついて行っている。また、産業技術総合研究所では、自己評価検証委員会、研究評価委員会、研究関

連業務評価委員会を設置して重層的な取組を行っている。以下ではこれらのうち、組織学習の観点か

ら機関レベルの評価の取組について着目し、一例として理化学研究所について示す。 

 

＜国際評価などによる組織学習に向けた取組（理化学研究所）＞ 

様々な視点から、日々の活動と今後の計画を見つめ、適正な研究所運営を行うことが出来るように、

次図に示すように、理事長への助言と提言の仕組みが構築されている。 
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図：理事長への助言と提言の仕組み 

出典）マネジメント：https://www.riken.jp/about/management/index.html 

 

理研アドバイザリー･カウンシル(RAC)では、国内外の著名な研究者から、国際的観点で理研の研究

活動及び研究運営の評価・提言を受ける。各センターのアドバイザリー･カウンシルでは、各分野の著名

な研究者から、各センターの活動に対する国際的観点からの評価等を受ける。また、文部科学大臣（研

究開発に関する審議会の助言を得て）から、研究開発成果最大化の観点からの評価・指導・助言等を

受ける。 

理研戦略会議では、所内外の有識者から、国内外の研究動向を踏まえた研究活動及び研究運営、ト

ップマネージメントの機能強化のための助言・提言を受ける。 

センター長会議では、役員とセンター長・事業所長が、研究所運営に係わる重要事項や重要課題に

ついて、それぞれの視点から活発に意見交換を行い、科学的統治（サイエンティフィック・ガバナンス）の

徹底に役立てている。 

理研科学者会議は、所内で選ばれた中核研究管理職の中から指名を受けた者によって構成され、

理研の総合力を発揮することによる新たな研究分野の開拓や卓越した人材の獲得を行うため、以下の 3

つの役割を担っている。 

・ 理研が取り組むべき研究の方向性、それに基づく戦略・課題の提案 

・ 「新たな研究領域の開拓」と「融合研究の推進」を目指す独創的研究提案制度における実施課

題の推薦及び評価 

・ その他、研究所を効果的に運営するために必要な事項 

 

2）提言 

調査結果などを踏まえて、機関評価のあり方、評価結果の活用、追跡評価の実施について、国土技

術政策総合研究所が行う研究評価の質の向上に資する今後の行動に向けての提言を示す。 

67

公益財団法人未来工学研究所　アニュアルレポート2020



○機関評価のあり方について 

歴史的に見ると、独立行政法人においては、平成 26 年の独立行政法人制度改革において、独立行

政法人通則法の一部改正が行われ、国の行政の一部として政策実施を担う独立行政法人（以下「法人」

という。）について、その能力を最大限に発揮させるため、主務大臣の下で PDCA サイクルを貫徹させる

こととし、主務大臣が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、国

の政策への反映に活用するという仕組みに改められた。この制度改正に伴い、総務大臣が法人の目標

策定及び評価に関する政府統一的な指針を定めることとされ、「独立行政法人の目標の策定に関する

指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定。平成 27 年 5 月 25 日一部改定）及び「独立行政法人の評

価に関する指針」（平成 26年 9月 2日総務大臣決定。平成 27年 5月 25日一部改定）が平成 26年 9

月に決定された。 

独立行政法人評価制度委員会においては、これまでの調査審議を通じて、 

i. 法人の現状（リソース、強みなど）、法人を取り巻く環境変化等の分析が適切に行われないため

に、法人の能力をどのように活用すれば、法人の能力が、今後の時代が求める方向に最大限発

揮されることとなるのかについて、目標で適切に示されていないのではないか 

ii. また、目標にⅰで示したような課題があるために、評価の意義や使い方が十分に理解されず、評

価が主務大臣や法人の長の業務運営、マネジメントに十分に活用されていないのではないか 

との問題意識を抱いたことから、これらの課題を解決するための方策を検討している4。 

見直しの方向性として、目標については、まず、法人の使命を明確化し、直面する課題は何かという

分析を行うとともに、法人や法人が担う政策を取り巻く環境はどのように変化し、その変化にどのように対

応していくのか（法人内部のリソース分析及び配分を含めて）を分析・検討し、それを踏まえて、政策課

題の解決に向けた具体的な道筋を検討し、次期の目標を策定することが求められるとしている。また、法

人は、目標の達成に向け、いつの時点で具体的に何を行うべきなのか、また、時点ごとに達成すべき成

果を計画に明記した上で、法人の長のリーダーシップの下、法人自身の創意工夫により自主的・自律的

に業務を運営することが求められる。その際、法人がどのような成果を出しているのかについては、法人

の内部ではなく外部の状況を検証しなければ把握されないものであるため、法人は積極的に、法人外

部の関係者（ステークホルダー）とつながりを持つとともに環境の変化を分析することが求められるとして

いる。このような指摘に対応できている取組例として、前章で取り上げた理研や国環研などにおける国

際評価や、産総研における自己評価検証委員会を含む多層的な委員会設置などが効果的なものとし

て挙げられる。 

 

○評価結果の活用について 

独立行政法人評価制度委員会の検討においては、業務運営の手法として、業務実施状況を点検・

検証し、その結果を次期の業務運営に反映させることを通じて、不断の業務改善を図る PDCA サイクル

の確立がそれぞれ要請されており、こうした仕組みを維持し、さらに効果的・効率的に機能させていくこ

とが今後も引き続き有効であるとしている。PDCAサイクルを螺旋状に改善する形で適切に機能させるた

めには、評価が次のサイクルにおける業務運営をよりよいものとするための材料として、より一層効果的・

効率的に機能し、活用される必要があると指摘している。 

これまでも、独立行政法人評価結果や外部評価結果に対する機関側の対応については、例えば次

の２つの表のように示されているが、前節でも指摘している理研や国環研、産総研のようなトップ（理事長）

を中心とした評価結果を効果的・効率的に活用できる体制を構築して進めていくことが求められる。 

 

  

4 独立行政法人評価制度委員会：「独立行政法人の目標の策定に関する指針」、「独立行政法人の評価に関する指針」等の見直

しの必要性について、平成 30 年 11 月 29 日：https://www.soumu.go.jp/main_content/000589494.pdf 
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表：防災科研における平成 29年度業務実績評価の結果を踏まえた平成 30年度の反映状況（抜粋） 

 
出典）平成 29 年度業務実績評価の結果を踏まえた平成 30 年度の反映状況：

http://www.bosai.go.jp/introduction/pdf/29hannei.pdf 

表：国環研における課題解決型研究プログラム 低炭素研究プログラムの外部研究評価委員会からの

主要意見に対する国環研の考え方 

 
出典）平成 30 年度外部研究評価報告 研究プログラムの評価と国環研の考え方 低炭素研究プログラム：

https://www.nies.go.jp/kenkyu/gaibuhyoka/h30-12/201812_hyoka_pglowcarbon.pdf 
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